
通常の学級
【手続き】特別な手続きは必要ありません。11月下旬に

就学通知が送られてきます。

特別支援学級
【手続き】就学相談後、つくば市教育支援委員会の審査、

入級願の提出が必要です。

通級指導教室
つくば市では、入学後に必要に応じてご案内しています。
【手続き】入学後に、学校での教育相談、つくば市教育支

援委員会の審査、通級願の提出が必要です。

１ つくば市立小学校、中学校、義務教育学校

令和５年４月 つくば市教育局特別支援教育推進室

・知的障害特別支援学級

・自閉症・情緒障害特別支援学級

・難聴特別支援学級

・言語障害特別支援学級

県立特別支援学校
【手続き】就学相談後、つくば市教育支援委員会の審査、

就学先確認書の提出が必要です。

県立特別支援学校には通学区域が定められています。
つくば市在住の方は以下のとおりです。

視覚障害教育 盲学校

聴覚障害教育 霞ヶ浦聾学校

肢体不自由教育 つくば特別支援学校

知的障害教育

つくば特別支援学校
筑波・茎崎地区以外に在住

石岡特別支援学校
筑波地区在住
（秀峰筑波義務教育学校の学区）

伊奈特別支援学校
茎崎地区在住
（茎崎第一・ニ・三小学校の学区）

病弱教育 友部東特別支援学校

２ 茨城県立特別支援学校

通級指導教室・特別支援学級の設置学校や各学級での教育内容については、就学相談時にご説明します。

子どもの就学先
～特別な支援や配慮を必要とする子どものための学校・学級～


